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（趣旨）
第1条　この規程は、公益財団法人日本バドミントン協会（以下「本会」という。）の発展に寄与し、国際大会において活躍した選手及びスタッフに対し交付する報奨金について、必要な事項を定める。
（対象大会）
第2条　報奨金の交付対象となる大会は、次に掲げる大会とする。
（１）国際大会
　　ア　オリンピック競技大会
　　イ　世界バドミントン選手権大会
　　ウ　アジア競技大会
　　エ　トマス杯争奪世界男子団体バドミントン選手権大会
　　オ　ユーバー杯争奪団体バドミントン選手権大会
　　カ　スディルマン杯争奪世界国別対抗バドミントン選手権大会
（２）その他会長が認める大会
（交付対象者）
第3条　交付対象者は、個人または団体とする。
（報奨金の交付額）
第4条　報奨金の交付額は、次のとおりとする。　　　　　　　　　　（単位万円）
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（報奨金の交付）
第5条　前条に掲げる報奨金の交付額は、会長が選手に直接支払うものとする。
（交付時期及び交付方法）
第6条　報奨金の交付時期及び交付方法は会長が定める。
（委任）
第7条　この規程にないものは会長が別に定めるものとする。
（改廃）
第８条　この規程の改廃は理事会の議決を経て行うものとする。
付　則
この規程は、令和元年９月１４日から施行する。
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区分 優勝 準優勝 三位 コーチ

1000 500 300

300 200 100

100 50 30

100 50 30

100 50 30

50 30 15

50 30 15

大会名

個人

団体

オリンピック競技大会

世界バドミントン選手権大会

アジア競技大会

トマス杯争奪世界男子団体バドミントン選手権大会

ユーバー杯争奪女子団体バドミントン選手権大会

アジア競技大会

スディルマン杯争奪世界国別対抗バドミントン選手権大会

30%


